
区

長

報

告

第

三

号 

 
 

 

専

決

処

分

に

つ

い

て 

 

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

七

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

港

区

国

民 

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

平

成

二

十

二

年

三

月

三

十

一

日

次

の

と

お

り

処

分

し

た

の

で

、

同 

法

同

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

報

告

し

、

そ

の

承

認

を

求

め

る

。

 

 
 

平

成

二

十

二

年

六

月

九

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

（

昭

和

三

十

四

年

港

区

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

五

条

の

四

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

六

十

八

」

を

「

百

分

の

八

十

」

に

、

「

百

分

の

六

十

七

」

を

「 

百

分

の

六

十

四

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

二

万

七

千

六

百

円

」

を

「

三

万

千

二

百

円

」

に

、

「

百

分

の

三 

十

三

」

を

「

百

分

の

三

十

六

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

五

条

の

八

中

「

四

十

七

万

円

」

を

「

五

十

万

円

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

五

条

の

十

二

第

一

項

第

一

号

中

「

百

分

の

二

十

六

」

を

「

百

分

の

二

十

三

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中 

「

九

千

六

百

円

」

を

「

八

千

七

百

円

」

に

改

め

る

。 



 
第

十

五

条

の

十

六

中

「

十

二

万

円

」

を

「

十

三

万

円

」

に

改

め

る

。 

 
第

十

九

条

第

一

項

中

「

な

く

な

つ

た

場

合

」

の

下

に

「

若

し

く

は

法

施

行

令

第

二

十

九

条

の

七

の

二

第

二

項 

に

規

定

す

る

特

例

対

象

被

保

険

者

等

（

以

下

「

特

例

対

象

被

保

険

者

等

」

と

い

う

。

）

と

な

つ

た

場

合

」

を

、 

「

な

く

な

つ

た

日

」

の

下

に

「

若

し

く

は

特

例

対

象

被

保

険

者

等

と

な

つ

た

日

」

を

加

え

る

。 

 

第

十

九

条

の

二

中

「

四

十

七

万

円

」

を

「

五

十

万

円

」

に

、

「

十

二

万

円

」

を

「

十

三

万

円

」

に

改

め

、

同 

条

第

一

号

中

「

第

一

項

」

を

削

り

、

同

号

イ

中

「

一

万

六

千

五

百

六

十

円

」

を

「

二

万

千

八

百

四

十

円

」

に

改 

め

、

同

号

ロ

中

「

五

千

七

百

六

十

円

」

を

「

六

千

九

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

六

千

六

百

六

十

円

」

を

「 

八

千

四

百

円

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

地

方

税

法

施

行

令

（

昭

和

二

十

五

年

政

令

第

二

百

四

十

五

号

）

第 

五

十

六

条

の

八

十

九

第

一

項

に

定

め

る

額

」

を

「

二

十

四

万

五

千

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

一

万

千

四

十

円

」 

を

「

一

万

五

千

六

百

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

三

千

八

百

四

十

円

」

を

「

四

千

三

百

五

十

円

」

に

改

め

、

同 

号

ハ

中

「

四

千

四

百

四

十

円

」

を

「

六

千

円

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 

三 

第

一

号

に

規

定

す

る

総

所

得

金

額

及

び

山

林

所

得

金

額

の

合

算

額

が

、

地

方

税

法

第

三

百

十

四

条

の

二 

 
 

第

二

項

に

規

定

す

る

金

額

に

、

三

十

五

万

円

に

当

該

年

度

の

保

険

料

賦

課

期

日

（

賦

課

期

日

後

に

保

険

料 

 
 

の

納

付

義

務

が

発

生

し

た

場

合

に

は

そ

の

発

生

し

た

日

と

す

る

。

）

現

在

に

お

い

て

そ

の

世

帯

に

属

す

る 

 
 

被

保

険

者

の

数

と

特

定

同

一

世

帯

所

属

者

の

数

の

合

計

数

を

乗

じ

て

得

た

額

を

加

算

し

た

金

額

を

超

え

な 

 
 

い

世

帯

に

係

る

保

険

料

の

納

付

義

務

者

で

あ

つ

て

前

二

号

に

該

当

す

る

者

以

外

の

も

の 

 
 

イ 

基

礎

賦

課

額

に

係

る

被

保

険

者

均

等

割

額 

被

保

険

者

一

人

に

つ

い

て

六

千

二

百

四

十

円 



 
 

ロ 

後

期

高

齢

者

支

援

金

等

賦

課

額

に

係

る

被

保

険

者

均

等

割

額 

被

保

険

者

一

人

に

つ

い

て

千

七

百

四 

 
 

 

十

円 

 
 

ハ 
介

護

納

付

金

賦

課

額

に

係

る

被

保

険

者

均

等

割

額 

被

保

険

者

一

人

に

つ

い

て

二

千

四

百

円 

 

第

十

九

条

の

二

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

特

例

対

象

被

保

険

者

等

の

特

例

） 

第

十

九

条

の

三 

世

帯

主

又

は

当

該

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

若

し

く

は

特

定

同

一

世

帯

所

属

者

が

特

例

対

象 

 

被

保

険

者

等

で

あ

る

場

合

に

お

け

る

第

十

五

条

第

一

項

及

び

前

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

第

十

五

条 

 

第

一

項

中

「

都

民

税

額

及

び

特

別

区

民

税

額

」

と

あ

る

の

は

「

都

民

税

額

及

び

特

別

区

民

税

額

（

特

例

対

象 

 

被

保

険

者

等

の

都

民

税

及

び

特

別

区

民

税

の

課

税

標

準

で

あ

る

総

所

得

金

額

に

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法 

 

律

第

三

十

三

号

）

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

給

与

所

得

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該 

 

給

与

所

得

を

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

つ

て

計

算

し

た

金

額

の

百

分

の

三

十

に

相

当

す

る

金

額

と

し

て

計

算 

 

し

た

場

合

に

お

け

る

都

民

税

及

び

特

別

区

民

税

の

額

に

相

当

す

る

額

）

」

と

、

前

条

第

一

号

中

「

総

所

得

金 

 

額

」

と

あ

る

の

は

「

総

所

得

金

額

（

特

例

対

象

被

保

険

者

等

の

総

所

得

金

額

に

所

得

税

法

第

二

十

八

条

第

一 

 

項

に

規

定

す

る

給

与

所

得

が

含

ま

れ

て

い

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

給

与

所

得

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

二 

 

項

の

規

定

に

よ

つ

て

計

算

し

た

金

額

の

百

分

の

三

十

に

相

当

す

る

金

額

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

）

」

と

、

「 

 

同

法

」

と

あ

る

の

は

「

地

方

税

法

」

と

す

る

。 

 

第

二

十

四

条

の

二

か

ら

第

二

十

四

条

の

四

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 



（

保

険

料

に

関

す

る

申

告

） 
第

二

十

四

条

の

二 

保

険

料

の

納

付

義

務

者

は

、

四

月

三

十

日

ま

で

（

保

険

料

の

賦

課

期

日

後

に

保

険

料

の

納 

 

付

義

務

が

発

生

し

た

者

は

、

当

該

納

付

義

務

が

発

生

し

た

日

か

ら

三

十

日

以

内

）

に

、

当

該

納

付

義

務

者

及 

 

び

そ

の

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

の

所

得

そ

の

他

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

項

を

記

載

し

た

申

告

書

を

区

長 

 

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

付

義

務

者

及

び

そ

の

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

の

前

年 

 

の

所

得

に

つ

き

、

地

方

税

法

第

三

百

十

七

条

の

二

第

一

項

の

申

告

書

が

区

長

に

提

出

さ

れ

て

い

る

場

合

又

は 

 

当

該

納

付

義

務

者

及

び

そ

の

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

が

同

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

者

（

同

項

た

だ

し

書 

 

の

条

例

で

定

め

る

者

を

除

く

。

）

で

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

第

二

十

四

条

の

三 

削

除 

（

特

例

対

象

被

保

険

者

等

に

係

る

届

出

） 

第

二

十

四

条

の

四 

特

例

対

象

被

保

険

者

等

の

属

す

る

世

帯

の

世

帯

主

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届 

 

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

一 

氏

名

及

び

住

所 

 

二 

特

例

対

象

被

保

険

者

等

の

氏

名 

 

三 

離

職

年

月

日 

 

四 

離

職

理

由 

 

五 

前

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

項 

javascript:void%20fnInyLink(105494,'1200800004220101h.html','J317-2_K1')


２ 

前

項

に

規

定

す

る

届

出

は

、

特

例

対

象

被

保

険

者

等

の

雇

用

保

険

法

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

年

労

働

省

令 

 
第

三

号

）

第

十

七

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

規

定

す

る

雇

用

保

険

受

給

資

格

者

証

を

提

示

し

て

行

わ

な

け

れ 

 

ば

な

ら

な

い

。 

 

付

則

第

三

条

中

「

。

以

下

「

特

定

公

的

年

金

等

控

除

額

」

と

い

う

」

及

び

「

第

一

項

」

を

削

る

。 

 

付

則

第

八

条

中

「

租

税

条

約

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法 

律

」

を

「

租

税

条

約

等

の

実

施

に

伴

う

所

得

税

法

、

法

人

税

法

及

び

地

方

税

法

の

特

例

等

に

関

す

る

法

律

」

に

、 

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

を

「

租

税

条

約

等

実

施

特

例

法

」

に

改

め

る

。 

 

付

則

第

九

条

中

「

租

税

条

約

実

施

特

例

法

」

を

「

租

税

条

約

等

実

施

特

例

法

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

第

八

条

及

び

第

九

条

の

改

正 

 

規

定

は

、

平

成

二

十

二

年

六

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

第

十

五

条

の

四

第

一

項

、

第

十

五

条

の

八

、

第

十 

 

五

条

の

十

二

第

一

項

、

第

十

五

条

の

十

六

、

第

十

九

条

第

一

項

、

第

十

九

条

の

二

、

第

十

九

条

の

三

及

び

第 

 

二

十

四

条

の

四

の

規

定

は

、

平

成

二

十

二

年

度

以

後

の

年

度

分

の

保

険

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

二

十

一 

 

年

度

分

ま

で

の

保

険

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 



３ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

港

区

国

民

健

康

保

険

条

例

第

二

十

四

条

の

三

の

規

定

は

、

平

成

二

十

一

年

度 

 
分

ま

で

の

保

険

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

そ

の

効

力

を

有

す

る

。 


